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一論文の紹介

1 全体の要旨

全米少年拘禁連合会 (National J uvenile Detention Association) は、全米

の少年矯正施設の 5%が民間団体によって運営されていると指摘しているo 営

利目的の刑事施設、未決拘禁施設、ブートキャンプといった青少年犯罪者を収

容する施設は、急速に産業化して、今や「少年たちを学校から矯正施設へ運び

出している」と表現されるような状況であるo そのような中で矯正企業は、政

府との契約の際に、施設運営のコストを削減するとともにサービスを最低水準

に抑えることで莫大な利益をあげることができるようになってきている。
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2 矯正施設産業の展開

少年司法非行防止局 (Officeof Juvenile Justice and Delinquency Preven-

tion)の研究によると、 1991年から1995年にかけて民営施設への青少年犯罪者

の収容率は9.6%増加して、総数は35，600人に上っている。

全米矯正社 (Corrections Corporation of America)、ワッケンハット社

(Wachenhut Corporation)、矯正サービス社 (CorrectionsService Corpora-

tion) といった民間企業は、成人矯正施設のみならず、いまや少年矯正施設の

領域においても営利目的のサービスを展開するに至っているロまた1997年にコ

ーネル社は、 1，300人の少年に居住、教育、処遇の各プログラムを提供してき

た代表的な企業を吸収したことを発表した。

青少年犯罪者に対する民間企業によるサービスがもっとも充実しているとさ

れるのが、青少年サービスインターナショナル社 (Youth Service Interna-

tional)である。該社は400以上のベッド数を20以上の少年矯正施設で扱って

おり、年商100万ドル以上を売り上げていた。しかし、 1999年に上記の矯正サ

ービス社に買収されているo

3 総合的検証

ところで、施設収容も含めた青少年犯罪者に対する矯正サービスの民営化の

状況は、今日多くの総合的な検証にさらされている。

少年司法サービスの民営化に関する公共機関の反応は、当初はあまり熱心な

ものではなかった。例えば、 1997年に少年サービスインターナショナル社が、

ペンシルパニア州及びニューヨーク州に少年未決拘禁所を建設・運営しようと

計画したが、地域社会の激しい反対にあって計画を断念している。被収容者を

施設に収容して企業が利益をあげるということが不道徳であるとされたのであ

る。そしてまた、被収容者を拘禁して監督する責任を政府が契約によって民間

企業にゆだねることが不適当であるとも指摘されたのであるo
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地域社会はさらに安全面の問題について懸念を示したし、そのことは過去に

他地域の民営少年施設で起こった出来事によってますます確信に達したのであ

るo 例えば、 1994年に、メリーランド州ボルティモア郡にある重罪少年犯罪者

収容施設を運営していたリバウンド社は、多くの逃走者を出したことによって

政府から契約を解除されている。

そしてこのような問題はしばしば少年犯罪者自身の問題というよりも、政府

と契約を結んでいる民間企業そのものにあるとも言える。例えば、全米矯正社

が運営する施設から 7名の少年が逃走した事件を調査してみると、そこでは職

員たちが少年たちに対して過度の暴力を振るっていた事実が明らかになってい

る。その職員たちは少年たちの両手両足を縛りあげた事実で訴追されているo

また、少年たちはその他の虐待も受けたと主張したし、食事、医療、衛生のサ

ービスを受けられなかったとも主張したのであるo そして、後に民事訴訟にお

いて敗訴した同社は300万ドルの損害賠償を支払うことになったo

このような大きな顕きがあるにもかかわらず、少年矯正産業は増大し続け、

同時に、州及び地方政府は、予算を抑制しながら増加する少年犯罪者を処理し

ようと試み続けている。このような利益目的に基づいた少年犯罪政策の直接的

な結果として、以下のルイジアナ州、アリゾナ州、コロラド州の例のような悪

しき状況が増加していることは事実である。

4 ルイジアナ州における恐怖と嫌悪

司法省は、少年被収容者に対する虐待を阻止できなかったこと及びそれらの

者に十分な教育、医療、精神的ケア等を提供しなかったことを理由に、 1998年

11月5日にルイジアナ州を提訴した。

1997年の調査で司法省は、問題となっているタルーラ刑務所で看守が被収容

者の少年を日常的に殴っていたことを明らかにした。また1998年の同省の報告

書によれば、同刑務所では精神的疾患を有する少年の処遇ができないにもかか

わらずそれらの者を受け入れて一般刑務所に収容し、しばしば被害にあってい
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たことが明らかにされているo

1998年 5月には、タルーラ刑務所に収容されている620人の少年のうちの70

人が暴動に巻き込まれた後に診療施設に送られている。多くの者には切り傷や

打撲傷があり、ある者は強姦の被害にあっていたりもした。

調査結果によれば、これらの問題は、極めて高い確率での職員の辞職によっ

ていると言うことであるo 職員は 1年以内に100%の確率で辞職しているので

ある。職員は 1時間にほんの5.77ドルしか受給していなかったのである。にも

かかわらず、同刑務所の運営主体であるトランスアメリカン開発社は、少年 1

人につき日に71ドル、年にして全体で1.600万ドルを州から受け取っていたの

である。

同社は司法省からの改善勧告に対して、改善を実施することは高くついて商

売として見合わないと不平を述べていたことがわかっている。そこで施設自体

は、後に矯正サービス社に売却されてしまったのであるo なお、同刑務所の前

刑務官は少年に対する暴行から生じた公民権法違反の罪によって有罪判決を受

けている D

5 アリゾナ州における遺棄致死事件

アリゾナ州オラクルにあるアリゾナ少年牧場 (ArizonaBoys Ranch)に収

容されていた16歳の少年ニコラスは、 1998年 3月 2日、激しい運動を強制され

た後に死亡した。ニコラスは、死亡する数日前に、職員に対して、自らが病気

であることを訴えていた。しかし、職員は、ニコラスが仮病を使っていると決

めつけてかかり、衰弱していたにもかかわらず運動を命じたのである。

ニコラスはカリフォルニア州が民営施設に送っている1.000人以上の少年の

うちの 1人であった。彼の死亡をきっかけとしてアリソナ州とカリフォルニア

州の機関が同牧場を調査したところ、過去 5年の間におよそ100人の少年が虐

待を受けていた可能性が明らかになった。

ニコラスの死亡の件では、同牧場の前職員が故殺罪によって訴追されてい
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る。また、この事件をきっかけにして、カリフォルニア州は、同州の少年が収

容されている他州の民営施設に関する監督と管理を強化する内容を含んだ法案

を成立させたのである。

6 コロラド州における違法行為

リバウンド社によって運営されるコロラド州プッシュのハイプレインズ青少

年センター (HighPlains Youth Center)は、州政府の調査の末に、虐待及び

違法行為があったとして1998年 4月に閉鎖された。被収容者が調査官に語った

ところによると、彼らは職員によって首を絞められたり、足蹴りにされたりし

たということであった。また、何人かの職員は少年と性的行為をもったとして

解雇されている。

州の調査官の報告によると、施設におけるこれらの問題の多くは、低い給与

水準とあまりにも頻繁な職員の入れ替わりに起因しているということであるo

164人の雇用者のうち、実に25人が 3ヶ月以内に辞職しているのである。

また他の問題としては、施設に精神障害を持つ少年を収容することがあげら

れる。リバウンド社は、当該施設において精神的疾患を有する少年にサービス

を提供できると広告しているにもかかわらず、実際にそのサービスを提供する

資格も有していなかったし、当然、十分なケアを提供できていなかったのであ

る。

このことをうけてコロラド州人的支援局は、 1998年 4月20日に、当該施設を

少年施設として運営する資格はないとして、リバウンド社との契約を解除して

いる。

7 日常的な出来事

民営化による少年矯正産業は過去及び現在の失敗から何も学んでいないよう

に見える。民営施設に収容されている少年犯罪者に対する組織的な虐待、不法

行為及び不十分な処遇が継続していることは、われわれが日々多くのメディア
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を通じて見聞きしているとおりであるo

1998年にはワッケンハット社が150万ドルの賠償金を支払う示談を行ってい

る。それはテキサスチトドヨーク・プロントにあるコーク郡少年司法センターに収

容されていたサラを始めとする12人の少女が起こした集団訴訟に対する同社の

対応であった。同センターでは、性的虐待、身体的虐待、心理的虐待が日常化

していたのである o 少なくとも 1人の職員が性的暴行について有罪答弁をして

いたので、同社は、訴訟の継続で傷口を広げることを避けたのである。

2000年 1月9日は、矯正サービス社が運営するテキサス州マンスフィールド

にあるブートキャンプに収容されている18歳の少年の少年ブライアンが、治療

を求めたにもかかわらず、治療を受けられずにブドウ球菌による肺炎によって

死亡した。大陪審は、この「現代の拷問」に関して、看護師を過失致死と故殺

で正式起訴した。

2001年 6月1日には、矯正サービス社が運営するネパダチト|ラスベガスにある

サミット・ビュー青少年矯正センターから20人の少年が逃走している。同セン

ターが、収入を得るために釈放期間が過ぎている少年を収容し続けたからであ

るD 他にも、職員が少年に性的虐待を加えて有罪判決を受けたりしている D

8 営利を目的とした運営に伴う本来的問題

このような出来事、すなわち虐待や不法行為が民営の少年施設に固有な問題

であるかといえばそうとは言えない。これらは多くの州の少年司法局において

発生している問題であって、青少年犯罪者に対して強硬な政策をとるために収

容数を増やしていったことに起因している。立法者が少年矯正施設の拡張のた

めの予算を組む際には、しばしば教育、職業訓練、処遇の各プログラムに関す

る適切な予算がカットされがちになるのである。

もっともいくつかの最悪の虐待・遺棄事件は民営少年施設において発生して

いる。なぜなら、民間企業は納税者よりも株主を重んじるので、それだげ利益

追求のための手抜きが生じるからである。民営施設には支出を減らして利益を
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あげるという本来的な欲求がある。そのために、職員の訓練を怠ったり、賃金

を低く抑えたり、職員のレベルを下げたりして、重大な問題を引き起こしてい

るのである。

民営施設における少年犯罪者の処遇において問題を生じさせているもう 1つ

の原因は、実に多数の精神疾患をもった少年が存在することであるo 民営少年

施設は精神病の少年を多く収容するが、それは当局によって支払われる額が一

般の少年よりも高いからである。しかしながら、精神疾患に対するケアや治療

が十分に行えない施設が多いのが事実なのである o

そして最後に明らかなことは、少年司法領域においてサービスを提供する民

間企業にとって、少年のリハビリテーションは最優先課題ではないということ

である。民営施設の運営者は、少年が矯正されて施設を去った場合には新たな

少年を入所させて収入を安定させなければならない。その意味でリハビリテー

ションは非生産的なのである O

9 結論:民営化にはその値打ちがあるのか?

ではなぜ、本来的に営利目的な民営企業によって運営される少年矯正の欠陥

があるにもかかわらず、地方自治体あるいは州政府は、そのような企業との契

約を続けるのだろうか?それは、「お金の節約」ということに尽きるらしい。

結局のところ、企業が、人件費の削減、矯正職員数の減員、必要な処遇プログ

ラムのカット、職員訓練の廃止などを行ったとしても、それによって実際に廉

価な少年ジェイル、ブートキャンプ、未決拘禁所が運営できるからである。

しかしながら、民営少年施設を退所した少年は、彼らが入所したときよりも

心的外傷の程度、遺棄の程度、あるいは虐待の程度が強くなっているわけであ

るから、長い目で見ると、社会に対するコストはかえって高いものにつくこと

になる。少年犯罪者に対する情緒、社会、教育及び職業の上での諸ニーズを満

たしてあげなければ、彼らは再び虐待と非行のサイクルに巻き込まれる可能性

が高くなる。そして最後には成人犯罪者への道を歩むだけなのである o
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二コメン ト

1 民営化と営利目的

アメリカ合衆国において1980年代以降に本格化した厳罰化政策は、少年法に

おける保護理念を失わせる方向に進んだ、ことは否定できない。手間暇をかけた

ケースワーク的な保護教育ではなく、「罰Jとしての隔離収容の方が世論の納

得を得やすいとの政治的判断があったのであるo その結果、多くの州では、少

年法の目的規定から「少年の最善の利益のために」という文言が削られ、かわ

りに「公共の安全のために」という文言が加えられている。そして、ごく低年

齢の少年犯罪者であっても施設に収容されるし、特に刑事処分を受けた少年の

場合には成人刑務所に収容されるという状況が日常的業務になっているo しか

しこのことは施設内での過剰収容状況を生み出し、政府の財政をいっそう圧迫

するようになったのであるo

そこで登場したのが「安上がりな矯正Jとしての施設民営化である D 民営化

には大きく分けて、営利目的のものと非営利のものがあるが、財政支出を抑え

ることに意味を見いだす場合は、より安価な「サービス」を提供する営利企業

による運営が選択されることは言うまでもない。本文で紹介されているのは、

すべて営利目的の企業によって運営される民営施設の例である。すなわち、民

営化によって政府の財政支出を低く抑えることがねらいなのである口しかし、

このことを追求することで被る損害は極めて大きいことがわかる。被収容者で

ある少年たちに対する身体的・精神的虐待を含めた高度な人権侵害である。そ

してこれらの人権侵害を受けた少年たちも含めて社会復帰のための処遇を受け

られなかった少年たちが、結局は立ち直れず、に再び、施設に戻っていくというサ

イクルが出来つつある。その意味で長い目で見れば、営利目的の民営少年矯正

施設は決して安上がりにはならないというのがフリードマンの分析である。
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このことは、営利民営施設と非営利民営施設を区別した実証研究においても

証明されているo それによると、営利民営施設の方が非営利民営施設あるいは

公営施設に比べて、運営コストが低くなることは明らかになっているが、同時

に、営利民営施設を退所した少年の再非行率は、非営利民営施設あるいは公営

施設を退所した少年に比べると高いこともわかっている。再非行を行った少年

たちが再び施設に収容される確率は非常に高いので、長い目で見れば、営利民

営施設による一見効率的な運営は、コストの面、少年の社会復帰援助の面で非

効率的であると結論づけられているのである。

では営利目的ではない、非営利の民間団体による少年矯正施設運営の場合は

どうであろうか?公益法人的な非営利組織が少年矯正施設を運営することで、

公営では制約があって困難な活動も、被収容少年の利益のためにできるとすれ

ば、それはそれで意義があるように思われるo 以下では、非営利民間組織によ

る少年矯正施設運営の意義について若干検討してみるo まずその前提として、

少年矯正施設民営化の歴史と現状について瞥見しておくことにする。

2 アメリカの少年矯正施設民営化の歴史

アメリカにおいて最初の少年矯正施設は、 1825年に少年非行者改良協会によ

って設立されたニューヨーク保護院 (NewYork House of Refuge)である。

そして当初から、民間事業主も保護院の運営に携わっていたことは知られてい

るo

もっとも、 1800年代半ばに懲罰的少年院 (reformatoryschool)が登場し

て、本格的な少年矯正処遇が始まる。まずr1846年にマサチューセッツ州ライマ

ン男子少年院が設立され、その後1876年までに51の少年院及び保護院が全米に

展開されているoそして1890年までには南部を除く全州に施設ができている。

これらの少年院も当初から州立のものもあれば民営のものもあったことが知ら

れている。

しかしながら、これらはあまりにも懲罰的な施設であったので、次第に小舎
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制 (cottagesystem) と呼ばれる家庭的環境の処遇形態が考案されて実施され

るようになったのであるD この小舎制についても民間機関・公的機関の両者に

よって運営されている。その後、第 1次世界大戦の影響もあって、軍事的訓練

が少年矯正教育に採り入れられることになるが、「健全な肉体には健全な精神

が宿るJという基本的な考え方がその後の矯正に受け継がれていくことにな

るo そしてそれが、現在の少年矯正におけるキャンプ (camp)、ランチ

(ranch)、職業訓練学校(trainingschool)などに結びついているのである。

3 少年矯正施設の現状

ところで、現在のアメリカにおける少年矯正施設を類型化すると概ね以下の

5つに分けられる。まず、①少年未決拘禁施設(Juvenile Detention Center) 

である。これは多くの場合、家庭(少年)裁判所に隣接する非行少年用の未決

拘禁施設であると同時に、短期の身柄拘束、プロベーション等に用いられる処

遇施設でもある。次に、②開放型少年院である。通常は、山上などにあるキャ

ンプ型のもの、かなり都市部から離れた牧草地帯にあるランチ(牧場)型のも

のなどである。比較的短期収容で拘禁の度合いは低い収容形態によって処遇が

展開される。さらに、③ブートキャンプ (BootCamp)である。軍隊式の規

律によって徹底的に管理されるこの形態の施設には、比較的短期で収容され、

集中ショック療法的な処遇が展開される(以下の 4③を参照)。そして④一般

少年院である。一般少年院はまったくの閉鎖施設であり、通常は PRISONと

呼ばれている場合が多い。それだけセキュリティーレベルが高い。この場合、

保護処分の少年だけではなく、刑事処分として刑罰を受けた青少年犯罪者も収

容されている場合が多い(その場合、各被収容者の居住棟は別にされる)0最

後に、⑤ハーフウェイハウスおよび、グループホームである。これらは、②、④

の少年院を仮退院した少年が社会復帰を遂げる前段階で処遇を受ける半拘禁移

設である。少年は、日中は学校や職場に通うことになる。セキュリティーレベ

ルは低く、最も民営に適しているとも言われている。
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現状では、これらのすべての形態の施設がいまや民営化の対象となってい

る。アメリカにおける矯正施設の民営化が1980年代に本格的に始まって以来、

2001年の終わりには成人矯正施設の6.5%が民営化されているが、このような

増加傾向は少年施設においても同じである o 1999年末に居住型少年矯正施設の

30%が民営化されており、被収容少年は 3万人を超えているのであるo 少年の

矯正処遇といっても、営利企業も含めた民間組織によって運営されることはま

ったくめずらしいことではなくなってきている。

なお紹介論文においては営利目的の民営施設の諸問題が明らかにされている

ので、以下においては、非営利の民営少年矯正施設の例を挙げておくことにす

る。

4 民営少年矯正施設の実例

筆者が訪問した民営の少年矯正施設は、①ペンシルパニア州ブイラデルブイ

ア市郊外にある州レベルの拘禁施設グレンミルズ・スクール (Glen Mi1ls 

SchooI)、②テキサスチトい二ユーストン市アストロドームのすぐ横にある郡レベ

ルの施設エクセルアカデミー (ExcelAcademy)、及び③ヒューストン市郊外

にある郡レベルの施設デルタ・ 3・ブートキャンプ (Delta3 Boot Camp)で

ある(いずれも訪問は2000年3月)。

①まず、グレンミルズ・スクールはおよそ180年の歴史を持つ民営の施設で

あり、その前身は少年の矯正施設の始まりであるフィラデルブィア保護院

(Philadelphia House of Refuge 1826)であるo それだけに施設およびスタッ

プは充実している。まず施設については、 756エーカーの敷地内に、事務棟、

居住等はもちろんのこと、勉強を行う教育棟、図書館、体育館、健康棟、めが

ね販売庖・印刷所・理髪庖などを含む職業訓練棟など複数の立派な煉瓦造りの

建物が点在している。なおゴルフ場も設けられており、少年たちの授業はもち

ろんのこと、職員の余暇活動にも使われている。スタッフも事務員を除いてほ

とんどが学校教員としての資格も有しており、教育、職業訓練、生活指導等の
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あらゆる場面で手厚い指導が行われている。 15歳から18歳の男子少年およそ

900人が収容されている。

以下、ごく簡単に処遇内容の一部を説明すると、まず教育については、一人

一人の個別教育計画に基づいて、学習センタープログラム、中間レベル、前総

合教育開発 (preGED)プログラム、 GEDプログラム、そして大学準備プロ

グラムの 5つのレベルでプログラムが展開されている D 筆者が訪問した際に大

学に合格した元被収容少年が訪ねてきていた。次に職業訓練についてである

が、少年は言葉遣い、手先の器用さ等の一般的な適性検査を受けた後に、学校

に用意されているセラミックデザイン、めがね、出版、カメラ、ラジオ放送等

の15のプログラムのどれにふさわしいかの検査を受ける。その後、職業訓練セ

ンターに進んで、それぞれの適性に応じた指導を受けることになる。そして生

活指導は、「わたしたちの生徒は個人的特'性を持っていて無限に学び成長する

可能性をもっていることj、「わたしたちの生徒は悪い子ではない口責任を持た

せっつ、環境に適合する態度を身につけさせること」をモットーに行われてい

る(これらのモットーが建物の壁のいたる所に掲げられている)。

なお秩序維持の面に関しては、本施設がフェンスもない開放施設であるため

にスタップはかなり気を遣っているようである。少年自身に責任感を持たせる

と共にスタップが 3交替制で行動を監視している。ここでは身体検査も裸体検

診も行われない。武器も使わないし、保護室もない。ただし不測の事態が発生

した場合には、州警察が介入する。

②次に、エクセルアカデミーはテキサス州ハリス郡立の半拘禁処遇施設で前

記のグレンミルズ・スクールのノウハウを学んで、作られた施設である。郡立施

設ではあるものの教育を中心とする所内での処遇は、地元の民間矯正教育学校

ブラウンスクール (BrownSchools) との聞の契約によってなされている。少

年たちは夜間と週末は自宅で過ごし、昼間の勉強の時間だけをこの施設で過ご

している。プロベーションの一環として集団的な教育を受けているのである。

送り迎えは郡のスクールパスによってなされる。
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施設内の案内はリーダーの 2人の少年(そのうちの 1人は本当はプログラム

を終了しているのだが、地元の公立学校に帰るとトラブルに巻き込まれる可能

性が高いということで率先してこの施設に通っているということであった)が

やってくれたが内部は厳格な学校以外のなにものでもない。ブラウンスクール

は次のブートキャンプについてもそうであるが、いわゆる教育というソフトの

部分だけを提供する私立の矯正教育学校であるo

③最後に、デルタ・ 3・ブートキャンプは閉鎖施設であって建物は厳重に監

視されている。ここでは前記ブラウンスクールの職員が中学校・高校の先生と

して主として学校教育プログラムを提供している。生活指導の面においては基

本的に郡プロベーション局の矯正職員が厳格にあたっている(処遇管理は厳格

な刑務所と変わらない)。しかしながら、収容されている少年の生活が勉強と

軍隊訓練に明け暮れることから考えれば、ブラウンスクールが教育のみを提供

すればよいというわけではなく、生活指導もあわせて行わなければならないこ

とは当然である。その意味で両者は共同作業を行っていると言ってよい。施設

に収容されている少年が民間の職員である教員に対しても極めて規律正しく接

していることからもそのことはわかる。

ここでの代表的なプログラムは DART(Discipline， Accountability， Redir-

ection， Transition)プログラムで、 4つの段階を経ることで社会への再参加

が促されるとしているo それぞれの段階で達成目標が決まっており、制限事由

も決まっている(例えば、第 1段階は手紙不可、電話不可、面会不可など)。

一定の日数で目標を達成すると次の段階へ進むことができるようになってい

る。平均終了日数は120日である。

5 非営利民営少年矯正施設の意義

以上、ごく簡単に非営利の民営少年矯正施設を概観したが、これらの施設に

おいては、合理的な運営を行うことで無駄を省き、ソフトおよびハードの面で

よりよいサービスを少年に提供できている点は積極的評価に値するように思わ
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れる。しかし、民間団体がストライキを行ったらどうなるのか、破産したらど

うなるのか、施設の安全維持のために有形力を行使することはできるのか、だ

れが処遇の達成状況をモニターするのかなど問題になりそうな点が多いことも

事実である。実際には、これらのことは州(郡)との契約事項の中で明示され

ている場合が多いが、事実上起こってしまった場合の対応は明確であるとは言

えないように思われる。また、訪問した民営施設の場合は、非営利団体が運営

するものであったので比較的問題が少ないように見えたが、フリードマンの論

文にもあったように、営利を追求して損失を出さないように行動することが宿

命づけられている営利目的の民営施設の場合は問題が多いことはいまや周知の

事実である。例えば、リハビリテーションを放棄して実質的に処遇を行わず、

少ない職員でモニター管理を中心に監視して施設経営を合理化するといったよ

うなことはめずらしくないのであるo

なお、民営施設と公営施設を比較検討したある研究によると、①民営施設に

収容される少年については男子少年の割合が公営施設に比べると高いこと、②

民営施設のスタップの年齢は公営施設にスタップに比べて若いということ、③

民営施設は、小規模の新しい施設に多く、そこでは集中的な処遇が行われてい

ることがわかっている。そのうえで、①が施設内での処遇に特に影響を与える

ことはないとされているo ②についてはサラリーが低くなるので全体のコスト

を抑えることができるメリットがあるが、そのことが処遇水準を低下させるも

のではないとされている。また、③については、セキュリティーレベルの低い

施設あるいは小規模施設で、公営施設よりも質の高い処遇が期待できることが

指摘されている。

6 わが国への示唆

フリードマンが本文で明らかにしているように、営利目的の民営化は利潤追

求のために種々な問題を引き起こすことは間違いない。したがって、少年の健

全育成を柱として、ケースワーク的保護に則ったわが国の少年司法の領域には
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そもそもなじまないと考えられる。また、少年保護の過程に、経済原理を引き

込むこと自体が避けなければならないことである。その意味でわが国では営利

目的の民営化はとるべきではない。

しかしながら、非営利目的の民営化には参考にすべき点が少なくない。例え

ば、寄付金を集めて潤沢な施設環境を整備したり、フレキシプルなアイディア

で現代社会のニーズに応じた職業訓練プログラムを開発したり、地域社会との

交流を活性化したりすることが考えられる。もちろんわが国では、セキュリテ

ィーレベルの高い施設においては、公益法人的な組織とはいえ、いきなり民間

団体に運営をまかせることは困難であるo 今後、わが国がアメリカの非営利民

営少年矯正施設のよい点を参考にするするならば、セキュリティーレベルの低

い開放型少年院等を中心に民間委託を考えていくことも可能であるように思わ

れる。また、従来の少年院では十分であるとは言えない教科教育及び職業訓練

のプログラム運営を民間の団体に委託することも考えよいように思われる O

くj主〉

( 1) See Patrick Bayer & David E Pozen， THE EFFECTIVENESS OF JUVENILE 

CORRECTIONAL FACILITES: PUBLIC VERSUS PRIVATE MANAGEMENT， 

2003. 

( 2 ) See Gaylene Styve Armstrong， PRIV A TE VS. PUBLIC OPERA TION OF 

JUVENILE CORRECTION AL F ACILITIES， 2001. 
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